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（趣旨） 

第１条 この基準は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１２第

１項の規定に基づき、熊本市の物品の売買契約又は修繕若しくは製造の請負契約（工事

請負及び工事に付帯する契約を除く。以下これらを「物品売買等の契約」という。）に

係る指名競争入札参加者等の指名について必要な事項を定めるものとする。 

（入札参加者の指名基準） 

第２条 指名競争入札による参加者の指名は、契約の適正な履行を確保するため、別に定

める熊本市物品売買（修繕）契約参加資格者に関する要綱第５条に規定する熊本市物品

関係指名競争入札（見積）参加資格者名簿に登載された者（以下「有資格業者」とい

う。）のうち、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。 

(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態 

ア 熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱（平成２１年

４月１日施行）に基づく指名停止又は回避期間中である者は指名しないこと。 

イ 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示第１０５

号）第３条第１号に該当する者は指名しないこと。 

ウ 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納が判明し、当該状態が継続している場

合など明らかに契約の相手方として不適当であると認められる者は指名しないこと。 

エ 営業に関し、法律上必要とする許可若しくは認可等の取消しを受けたとき、その営

業の停止を命じられた場合等明らかに契約の相手方として不適当であると認められる

者は指名しないこと。 

オ 不正又は不当な手段又は方法により、本市発注物品売買等の受注を図ろうとし、又

は本市発物品売買等に介入を行おうとした者は指名しないこと。 

カ その他本市発注物品売買等の契約の相手方として不適切であると認められる事由が

ある者は指名しないこと。 

(2) 経営状態及び労働環境の状況 

ア 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の経営状態が著しく不健全であると判



断される場合は、指名しないこと。 

イ 賃金不払いの状況があり、当該状況が継続している場合であって明らかに契約の相

手方として不適当であると認められる者は指名しないこと。 

ウ 労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉が

特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 

(3) 安全管理の状況 

安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わ

ない状態が継続している場合であって明らかに契約の相手方として不適当であると認めら

れる者は指名しないこと。 

(4) 能力及び技術的適性 

ア 参加資格申請書に記載された業種や取扱い品目等により、その取扱いが可能な者を

指名すること。 

イ 物品の購入契約において、製造会社又は販売会社の販売権（代理店、特約店、販売

店等をいう。)を得ている者、又は当該取引が可能な者を指名すること。 

ウ 契約の性質又は目的により、その履行について法令の規定に基づく官公署の許可又

は認可を必要とするものにあっては、当該許可又は認可を受けている者を指名するこ

と。 

エ 製造の請負契約において、その性質上特殊な技術又は生産設備を有することが必要

である場合においては、できるだけ当該技術又は生産設備を保有し、確保できる者を

指名すること。 

(5) 納入実績等の評価 

過去に納入実績又は請負実績があり、良好な評価を受けるなど信頼性が高い者を指名す

ること。 

(6) 所在地要件 

指名の優先順位として、第１順位を市内業者（市内に本社を有する者をいう。）、第２

順位を準市内業者（市内に営業所等を有する者をいう。）、第３順位を市外業者（市内に

本社、営業所等を有しない者をいう。）とする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第３７２号)が適用される場合はこの限

りでない。 

（随意契約） 

第３条 随意契約ができる場合において業者を選考するときは、前条の規定を準用する。

ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１３年１２月１日から施行する。 

（下益城郡富合町の編入に伴う経過措置） 



２ 下益城郡富合町の編入の日前に同町において締結された契約については、本市が発注

したものとみなしてこの要綱を適用するものとする。 

（下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入に伴う経過措置） 

３ 下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入の日前に旧下益城郡城南町及び旧鹿本郡植木

町において締結された契約については、本市が発注したものとみなしてこの要綱を適用

するものとする。 

附 則（平成２０年９月１９日市長決裁） 

この要綱は、平成２０年１０月６日から施行する。ただし、第２条第１号ア、イ、ウ及

びオの改正規定は、平成２０年９月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年３月２３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１０月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


